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技能職員の給与等の見直しに向けた取組方針 

平成２０年３月 

さ い た ま 市 

１ 現状 

 ⑴ 職種ごとの職員数・平均年齢・平均給与月額（平成１９年４月１日現在）    

職  種 職 員 数 平均年齢 平均給与月額 
清掃職員 ４０７人 ４３歳 ４２４，４３５円  
学校給食員 ３５１人 ４４歳 ３４７，３５８円  
用務員 ２６４人 ４７歳 ４０４，４９３円  
自動車運転手 ２１人 ５５歳 ５６０，３４４円  
その他技能職員 １８３人 ４６歳 ４０７，１０１円  
全 体（計・平均） １，２２６人 ４４歳 ３９７，８１４円 

  ※ 『職員数・平均年齢・平均給与月額』の数値は、「平成１９年地方公務員給与

実態調査（総務省）」において公表されている数値を使用しています。 

 ※ 『その他技能職員』とは、道路補修業務、害虫駆除業務、公園・緑地等の維持

管理業務等を行う職員を指します。 
 

 ⑵ 民間従業員の職種ごとの平均年齢・平均給与月額 

職  種 平均年齢 平均給与月額 備 考 
廃棄物処理業従業員 ４３歳 ２９９，８００円  全 国 平 均 
調理士 ４１歳 ２６７，５００円  埼玉県平均 
用務員 ５３歳 ２２７，２００円  全 国 平 均 
自家用乗用自動車運転手 ５４歳 ２９６，８００円  埼玉県平均 

  ※ 『平均年齢･平均給与』の数値は、｢賃金構造基本統計調査(厚生労働省）」(平
成１６年～１８年の３か年の平均)において公表されている数値を使用していま
す。 

  ※ 民間従業員のデータは、本市技能職の職種に類似する職種を記載したものであ

り、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致するものではありませ

ん。 
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 ⑶ 職種ごとの年齢別人数    

職種等 
年齢 

清掃職員 
学 校 
給食員 

用務員 
自動車 
運転手 

その他 
技能職員 

20歳～23歳 3人 － － － － 
24歳～27歳 13人 6人 3人 － 1人 
28歳～31歳 33人 27人 9人 － 16人 
32歳～35歳 69人 66人 18人 － 23人 
36歳～39歳 68人 55人 29人 － 24人 
40歳～43歳 48人 54人 41人 － 10人 
44歳～47歳 42人 36人 45人 4人 24人 
48歳～51歳 55人 16人 40人 3人 22人 
52歳～55歳 24人 26人 29人 1人 27人 
56歳～59歳 52人 53人 48人 13人 35人 
60歳～ － 12人 2人 － 1人 
全  体 407人 351人 264人 21人 183人 

 

 ⑷ その他給与に関する事項 

  ① 給料表 
    技能職給料表（３級制） 
  ② 手当の種類 
    扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤

務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手

当、寒冷地手当 
  ③ 昇格及び昇給 
   ア 昇格 
     勤務成績、経験年数等に応じた上位の職務の級への変更 
   イ 昇給 
     毎年４月１日に、前１年間における勤務成績に応じ、４号給（55 歳

を超える場合は 2号給）を標準として昇給 
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２ 基本的な考え方 

  平成１２年の地方分権一括法の施行以来、各自治体においては、「自らの判

断と責任のもと、自主的・主体的な行財政運営」が求められてきています。ま

た、依然として厳しい行財政環境のもと、分権型社会及び高度化・多様化する

住民ニーズに的確かつ迅速に対応するため、最小の経費で最大の効果を発揮す

るといった地方自治運営の基本原則に則り、財政の健全化を推進するとともに、

組織体制、事務事業の見直し等を図りながら、職員の適正管理・配置に努めて

いかなければなりません。 
さらに、「民間にできることは民間に」といった時代の流れを的確に捉え、

民間委託等の推進、指定管理者制度の活用、あるいは、PFI等の活用による民
間活力の積極的な導入が検討・実施されています。 
このような状況の中、本市は、平成１８年２月に『さいたま市行政改革推進

プラン』を策定し、民間活力の導入、分権型社会に対応した行政体制の確立等

を掲げ、民間委託の積極的な検討・推進、職員の給与制度・運用・水準の適正

化の推進や定員適正化計画による職員の適正配置等（平成１７年４月から平成

２２年４月までに５３０人（５．５%）の削減目標）の具体的な項目を示し、
今後の行政改革の取組方針を定めています。 

  技能職員については、これらの方針により、社会経済情勢の変化等を見定

めながら、給与制度等の見直しに努めていきます。 
 
 
 

３ 具体的な取組内容 

  給与制度の見直しについては、平成１９年４月１日から給与構造の抜本的

な見直しに伴い、技能職給料表水準の４．１％引下げ、勤務成績に基づく新た

な昇給制度の導入等を実施しています。また、給料表水準の引下げにより、初

任給基準の見直しを行い、初任給を引き下げました。 
  さらに、特殊勤務手当については、平成１８年度から印刷業務手当及び調

理業務手当の廃止並びに清掃業務手当、変則勤務手当等の支給対象職員の範囲

の見直しを実施しています。 
  なお、給与制度については、地方公営企業法第３８条第３項の規定の趣旨

を考慮し、技能職給料表の水準、昇給制度、あるいは、特殊勤務手当を含めた

諸手当について、今後も随時点検を行い、適正化に向け検討してまいります。 
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４ その他 

  民間委託の推進については、これを検討する前提として本市が実施してい

るすべての事務事業の必要性を改めて検証しなければならないと考えていま

す。事務事業の必要性が失われ、又は、乏しくなっている事務事業の廃止、縮

小を含めた検討を行う必要があります。 
特に、技能職員が携わる現業部門の業務については、民間に代替手段がある

業務、民間委託により行政サービスの水準の維持、向上が期待できる業務、民

間委託により財政的効果が見込める業務、委託先の選択、変更が可能である業

務等を判断基準として、技能職員の職場を点検し、各年度における退職者数を

勘案しながら、民間委託を進めてまいります。 
具体的には、民間委託について、家庭ごみ収集運搬業務及び小中学校用務業

務を平成１８年度から、小学校調理業務を平成１９年度からそれぞれ順次実施

しています。 
なお、その他の業務に従事している技能職員についても、年度ごとの退職者

数を注視しながら、検討してまいります。 


